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区分 月 納期限

５月２０日	

８月３１日	

１１月３０日	

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

第１期

第２期

第３期

第１期

（納期限５月２０日）

第２期

（納期限８月３１日）

第３期

（納期限１１月３０日）

１６６,６６８円

１６６,６６６円

１６６,６６６円

区分 月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

第１期

第２期

第３期

①

②

③

概算保険料

５００,０００円

【ご質問をお寄せください】会員の皆さまの日頃のお悩みや疑問に、税務・労務・マーケティングなど専門家の先生が経営塾の紙面上でお答えします（秘密は厳守します）。FAX・メールでのご質問お待ちしています。

■第４回農林水産環境展のご案内

 「人と自然の共生を目指して」をテーマに、
本年も「農林水産環境展」が千葉県の幕張メ

ッセの「日本コンベンションセンター」で11
月25日（火）から28日（金）までの日程で開
催されます。

　農林水産環境展は、「集落排水フェア」「畜

産環境フェア」「有機資源フェア」「間伐材

フェア」「海岸水産環境フェア」「環境保全

型農業フェア」などに分かれた展示が行われ、

また展示会場内では、「バイオマス利活用の

推進」についてのイベントや様々なテーマに

よるシンポジウムが開催されます。

　当協会もこの催しに協賛しており、今回、

会員さんの中で入場をご希望の方には、先着

50名様に展示会の無料ご招待券を差し上げます。
ご希望の方は11月７日までに、当協会までお
電話下さい。

　なお、農林水産環境展の展示内容や併行し

て開催されるシンポジウムの内容について詳

しくお知りになりたい方は、同ホームページ

（http://www.emn.jp/efaff）をご覧下さい。

■高木農林漁業金融公庫総裁、
　引き続き当協会顧問に

　10月11日付けで農林漁業金融公庫総裁に就
任された元農林水産事務次官の高木勇樹氏は

21日、公庫に表敬訪問した長谷川会長らに対し、
当協会顧問の職を続けていくことを明らかに

しました。高木総裁は、法人協会に対し政策

金融の分野での検討を進めていくよう提案を

されました。

　
前
回
、
前
々
回
と
労
働
保
険
料
に
つ
い
て
様
々

な
こ
と
を
説
明
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
概
算

保
険
料
の
延
納
と
そ
の
端
数
処
理
お
よ
び
追
加
徴

収
に
つ
い
て
お
話
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
労
働
保
険
料
（
３
）

●
延
納
に
つ
い
て

　
延
納
と
は
概
算
保
険
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分
割
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す
。
し
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ま
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０
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。
　

●
延
納
の
回
数
と
納
期

　
前
保
険
年
度
か
ら
保
険
関
係
が
引
き
続
く
場
合

は
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１
保
険
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度
を
３
期
に
分
け
、
３
回
に
分
割

納
付
す
る
こ
と
が
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き
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す
。

　
ま
た
、
保
険
年
度
の
途
中
で
事
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を
開
始
し
た

場
合
は
、
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関
係
の
成
立
日
に
よ
っ
て
、
延
納

で
き
る
回
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し
ま
す
。

①
保
険
関
係
成
立
日
が
４
月
１
日
か
ら
５
月
３
１

日
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
は
、
３
回
の
延
納
が

可
能
と
な
り
、
納
期
は
そ
れ
ぞ
れ
５
月
２
０
日
、

８
月
３
１
日
、
１
１
月
３
０
日
と
な
り
ま
す
。

②
保
険
関
係
成
立
日
が
６
月
１
日
か
ら
９
月
３
０

日
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
は
、
２
回
の
延
納
が

可
能
と
な
り
、
納
期
は
そ
れ
ぞ
れ
８
月
３
１
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、

１
１
月
３
０
日
と
な
り
ま
す
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③
保
険
関
係
成
立
日
が
１
０
月
１
日
以
後
の
場
合
、

延
納
は
で
き
ず
１
回
で
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

●
延
納
の
端
数
処
理
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２
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た
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に
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し
て
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付

し
ま
す
。

例
）
５
０
万
円
の
概
算
保
険
料
を
３
期
に
分
け
て

納
付
す
る
場
合
、
５
０
万
円
を
３
で
割
っ
た
余

り
の
２
円
は
、
第
１
期
に
加
算
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

●
概
算
保
険
料
の
追
加
徴
収

　
平
成
１
４
年
１
０
月
に
雇
用
保
険
料
率
が
引
き

上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
一
般
保
険
料
率
、
第
１
種
特
別
加
入

保
険
料
率
、
第
２
種
特
別
加
入
保
険
料
率
、
第
３

種
特
別
加
入
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険
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率
が
引
き
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れ
た
と
き

に
行
わ
れ
る
の
が
追
加
徴
収
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す
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、
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る
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０
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を
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過
し
た
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を
そ
の
納
期
限
と
定
め
、

事
業
主
に
対
し
て
、
そ
の
納
付
す
べ
き
労
働
保
険

料
の
額
及
び
納
期
限
を
通
知
し
ま
す
。

　
　
　
　

保険料率の引き上げ

追加徴収は増加額の多少を

問わず徴収される

（納期限：通知を発する日から

起算して３０日を経過した日）


